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59 条－10 

五十九条－参考 2 

既許可 本文五号 へ 計測制御系統施設の構造及び設備 (2) 安全保護回路 
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59 条－11 

五十九条－参考 3 

既許可 ５９条審査資料 添付資料 中央制御室の居住性（炉心の著しい損

傷）に係る被ばく評価について 
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59 条－12 
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技術的能力 1.0 共通事項 補足説明資料
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技能－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

１．０ 共通事項 

（１）重大事故等対処設備に係る要

求事項 

①切替えの容易性 

発電用原子炉設置者において、

本来の用途以外の用途として重

大事故等に対処するために使用

する設備にあっては、通常時に使

用する系統から速やかに切り替

えるために必要な手順等が適切

に整備されているか、又は整備さ

れる方針が適切に示されている

こと。 

１．０ 共通事項 

 

 

― 

 

適合対象外 

（2.1①に示す

とおり，今回の

設 備 改 造 に 係

る設備は，本来

の 用 途 以 外 の

用 途 と し て 重

大 事 故 等 に 対

処 す る た め に

使 用 す る 設 備

ではないため） 

②アクセスルートの確保 

発電用原子炉設置者において、

想定される重大事故等が発生し

た場合において、可搬型重大事故

等対処設備を運搬し、又は他の設

備の被害状況を把握するため、工

場又は事業所（以下「工場等」と

いう。）内の道路及び通路が確保

できるよう、実効性のある運用管

理を行う方針であること。 

― 

 

適合対象外 

（2.1②に示す

とおり，今回の

設 備 改 造 に 係

る設備は，本来

の 用 途 以 外 の

用 途 と し て 重

大 事 故 等 に 対

処 す る た め に

使 用 す る 設 備

ではないため） 
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技能－2 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

（２）復旧作業に係る要求事項 

①予備品等の確保 

発電用原子炉設置者において、

重要安全施設（設置許可基準規則

第２条第９号に規定する重要安

全施設をいう。）の取替え可能な

機器及び部品等について、適切な

予備品及び予備品への取替のた

めに必要な機材等を確保する方

針であること。 

 

１ 「適切な予備品及び予備品への取替

のために必要な機材等」とは、気象

条件等を考慮した機材、ガレキ撤去

等のための重機及び夜間対応を想定

した照明機器等を含むこと。 

 

 

適合対象外 

（2.2①に示す

とおり，今回の

設 備 改 造 に 係

る設備は，予備

品 を 用 い た 復

旧 作 業 の 要 求

事 項 に 係 る 設

備 で は な い た

め） 

②保管場所 

発電用原子炉設置者において、

上記予備品等を、外部事象の影響

を受けにくい場所に、位置的分散

などを考慮して保管する方針で

あること。 

 

― 

 

 

適合対象外 

（2.2②に示す

とおり，今回の

設 備 改 造 に 係

る設備は，予備

品 を 用 い た 復

旧 作 業 の 要 求

事 項 に 係 る 設

備 で は な い た

め） 
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技能－3 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

③アクセスルートの確保 

発電用原子炉設置者において、

想定される重大事故等が発生し

た場合において、設備の復旧作業

のため、工場等内の道路及び通路

が確保できるよう、実効性のある

運用管理を行う方針であること。 

 

― 適合対象外 

（2.2③に示す

とおり，今回の

設 備 改 造 に 係

る設備は，予備

品 を 用 い た 復

旧 作 業 の 要 求

事 項 に 係 る 設

備 で は な い た

め） 

（３）支援に係る要求事項 

発電用原子炉設置者において、

工場等内であらかじめ用意され

た手段（重大事故等対処設備、予

備品及び燃料等）により、事故発

生後７日間は事故収束対応を維

持できる方針であること。 また、

関係機関と協議・合意の上、外部

からの支援計画を定める方針で

あること。 さらに、工場等外で

あらかじめ用意された手段（重大

事故等対処設備、予備品及び燃料

等）により、事象発生後６日間ま

でに支援を受けられる方針であ

ること。 

 

― 適合対象外 

（2.3 に示すと

おり，今回の設

備 改 造 に 係 る

設備は，外部か

ら の 支 援 の 要

求 事 項 に 係 る

設 備 で は な い

ため） 
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技能－4 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

（４）手順書の整備、訓練の実施及び

体制の整備 

発電用原子炉設置者において、

重大事故等に的確かつ柔軟に対

処できるよう、あらかじめ手順書

を整備し、訓練を行うとともに人

員を確保する等の必要な体制の

適切な整備が行われているか、又

は整備される方針が適切に示さ

れていること。 

 

１ 手順書の整備は、以下によること。 

ａ）発電用原子炉設置者において、全

ての交流動力電源及び常設直流

電源系統の喪失、安全系の機器若

しくは計測器類の多重故障又は

複数号機の同時被災等を想定し、

限られた時間の中において、発電

用原子炉施設の状態の把握及び

実施すべき重大事故等対策につ

いて適切な判断を行うため、必要

となる情報の種類、その入手の方

法及び判断基準を整理し、まとめ

る方針であること。 

ｂ）発電用原子炉設置者において、炉

心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損を防ぐために 優先

すべき操作等の判断基準をあら

かじめ明確化する方針であるこ

と。（ほう酸水注入系(SLCS)、海水

及び格納容器圧力逃がし装置の

使用を含む。） 

ｃ）発電用原子炉設置者において、財

産（設備等）保護よりも安全を優

先する方針が適切に示されてい

ること。 

ｄ）発電用原子炉設置者において、事

故の進展状況に応じて具体的な

適合対象外 

（2.4 に示すと

おり，今回の設

備 改 造 に 係 る

設備は，手順書

の整備，訓練の

実 施 及 び 体 制

の 整 備 の 要 求

事 項 に 係 る 設

備 で は な い た

め） 
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技能－5 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

重大事故等対策を実施するため

の、運転員用及び支援組織用の手

順書を適切に定める方針である

こと。なお、手順書が、事故の進

展状況に応じていくつかの種類

に分けられる場合は、それらの構

成が明確化され、かつ、各手順書

相互間の移行基準を明確化する

方針であること。  

ｅ）発電用原子炉設置者において、具

体的な重大事故等対策実施の判

断基準として確認される水位、圧

力及び温度等の計測可能なパラ

メータを手順書に明記する方針

であること。また、重大事故等対

策実施時のパラメータ挙動予測、

影響評価すべき項目及び監視パ

ラメータ等を、手順書に整理する

方針であること。 

ｆ）発電用原子炉設置者において、前

兆事象を確認した時点での事前

の対応(例えば大津波警報発令時

や、降下火砕物の到達が予測され

るときの原子炉停止･冷却操作)

等ができる手順を整備する方針

であること。 

ｇ）有毒ガス発生時の原子炉制御室
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技能－6 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

及び緊急時制御室の運転員、緊急

時対策所において重大事故等に

対処するために必要な要員並び

に重大事故等対処上特に重要な

操作（常設設備と接続する屋外に

設けられた可搬型重大事故等対

処設備（原子炉建屋の外から水又

は電力を供給するものに限る。）

の接続をいう。）を行う要員（以下

「運転・対処要員」という。）の防

護に関し、次の①から③までに掲

げる措置を講じることを定める

方針であること。 

①運転・対処要員の吸気中の有毒

ガス濃度を有毒ガス防護のた

めの判断基準値以下とするた

めの手順を整備すること。 

②予期せぬ有毒ガスの発生に対

応するため、原子炉制御室及び

緊急時制御室の運転員並びに

緊急時対策所において重大事

故等に対処するために必要な

指示を行う要員のうち初動対

応を行う者に対する防護具の

着用等運用面の対策を行うこ

と。 

 

1263



技能－7 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

③設置許可基準規則第６２条等

に規定する通信連絡設備によ

り、有毒ガスの発生を原子炉制

御室又は緊急時制御室の運転

員から、当該運転員以外の運

転・対処要員に知らせること。 

 

２ 訓練は、以下によること。  

ａ）発電用原子炉設置者において、重

大事故等対策は幅広い発電用原

子炉施設の状況に応じた対策が

必要であることを踏まえ、その教

育訓練等は重大事故等時の発電

用原子炉施設の挙動に関する知

識の向上を図ることのできるも

のとする方針であること。 

ｂ）発電用原子炉設置者において、重

大事故等対策を実施する要員の

役割に応じて、定期的に知識ベー

スの理解向上に資する教育を行

うとともに、下記３a）に規定する

実施組織及び支援組織の実効性

等を総合的に確認するための演

習等を計画する方針であること。 

ｃ）発電用原子炉設置者において、普

段から保守点検活動を自らも行

って部品交換等の実務経験を積
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技能－8 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

むことなどにより、発電用原子炉

施設及び予備品等について熟知

する方針であること。 

ｄ）発電用原子炉設置者において、高

線量下、夜間及び悪天候下等を想

定した事故時対応訓練を行う方

針であること。 

ｅ）発電用原子炉設置者において、設

備及び事故時用の資機材等に関

する情報並びにマニュアルが即

時に利用できるよう、普段から保

守点検活動等を通じて準備し、及

びそれらを用いた事故時対応訓

練を行う方針であること｡ 

 

３ 体制の整備は、以下によること。 

ａ）発電用原子炉設置者において、重

大事故等対策を実施する実施組

織及びその支援組織の役割分担

及び責任者などを定め、効果的な

重大事故等対策を実施し得る体

制を整備する方針であること。 

ｂ）実施組織とは、運転員等により構

成される重大事故等対策を実施

する組織をいう。 

ｃ）実施組織は、工場等内の全発電用

原子炉施設で同時に重大事故が
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技能－9 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

発生した場合においても対応で

きる方針であること。 

ｄ）支援組織として、実施組織に対し

て技術的助言を行う技術支援組

織及び実施組織が重大事故等対

策に専念できる環境を整える運

営支援組織等を設ける方針であ

ること。  

ｅ）発電用原子炉設置者において、重

大事故等対策の実施が必要な状

況においては、実施組織及び支援

組織を設置する方針であること。

また、あらかじめ定めた連絡体制

に基づき、夜間及び休日を含めて

必要な要員が招集されるよう定

期的に連絡訓練を実施すること

により円滑な要員招集を可能と

する方針であること。 

ｆ）発電用原子炉設置者において、重

大事故等対策の実施組織及び支

援組織の機能と支援組織内に設

置される各班の機能が明確にな

っており、それぞれ責任者を配置

する方針であること。 

ｇ）発電用原子炉設置者において、指

揮命令系統を明確化する方針で

あること。また、指揮者等が欠け
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技能－10 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

た場合に備え、順位を定めて代理

者を明確化する方針であること。 

ｈ）発電用原子炉設置者において、上

記の実施体制が実効的に活動す

るための施設及び設備等を整備

する方針であること。 

ｉ）支援組織は、発電用原子炉施設の

状態及び重大事故等対策の実施

状況について、適宜工場等の内外

の組織へ通報及び連絡を行い、広

く情報提供を行う体制を整える

方針であること。  

ｊ）発電用原子炉設置者において、工

場等外部からの支援体制を構築

する方針であること。 

ｋ）発電用原子炉設置者において、重

大事故等の中長期的な対応が必

要となる場合に備えて、適切な対

応を検討できる体制を整備する

方針であること。 

ｌ）運転・対処要員の防護に関し、次

の①及び②に掲げる措置を講じ

ることを定める方針であること。 

①運転・対処要員の吸気中の有毒

ガス濃度を有毒ガス防護のた

めの判断基準値以下とするた

めの体制を整備すること。 
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技能－11 

実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉

設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の解釈 

備考 

②予期せぬ有毒ガスの発生に対

応するため、原子炉制御室及び

緊急時制御室の運転員並びに

緊急時対策所において重大事

故等に対処するために必要な

指示を行う要員のうち初動対

応を行う者に対する防護具の

配備等を行うこと。 
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技能－12 

2. 適合のための設計方針等 

「1. 要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための運

用管理方針を示すとともに，今回の設備改造時における適合のための運用管理

方針を以下に示す。 

 

2.1 重大事故等対処設備に係る要求事項について 

①切替えの容易性 

既許可における運用管理方針 

 既許可では，重大事故等時において，本来の用途以外の用途として重大事

故等に対処するために使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えるために必要な手順等を整備することとしている。 

【技能－参考 1】 

今回の設備改造時における運用管理方針 

今回の設備改造に係る設備は，本来の用途以外の用途として重大事故の

発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するための設備ではないため，適

合対象外である。 

 

②アクセスルートの確保 

既許可における運用管理方針 

 既許可では，想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大

事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所

内の道路及び通路が確保できるよう実効性のある運用管理を実施することと

している。   

【技能－参考 1】 

【技能－参考 2】 
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技能－13 

今回の設備改造時における運用管理方針 

  今回の設備改造により，既許可における「想定される重大事故等が発生し

た場合において，可搬型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害

状況を把握するため，発電所内の道路及び通路が確保できるよう実効性のあ

る運用管理を実施する。」方針に影響を与えることはないため，適合対象外

である。 

【技能－参考 2】 

 

2.2 復旧作業に係る要求事項について 

①予備品等の確保 

既許可における運用管理方針 

既許可では，重大事故等時において，重要安全施設の復旧作業を有効かつ

効果的に行うため，復旧作業に係る考慮事項として，取替え可能な機器及び

部品等について，予備品及び予備品への取替のために必要な機材等を確保す

ることとしている。 

予備品確保に係る方針に基づき評価した結果，機械的故障と電気的故障の

要因が考えられる残留熱除去系海水系ポンプ電動機，ディーゼル発電機海水 

系ポンプ電動機について，予備品を確保することとしている。 

また，予備品の取替作業に必要な資機材として，がれき撤去のためのホイ

ールローダ等，予備品取替時に使用する重機としてクレーン等，夜間の対応

を想定した照明機器等及びその他作業環境を想定した資機材をあらかじめ確

保することとしている。 

【技能－参考 1】 

【技能－参考 3】 
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今回の設備改造時における運用管理方針 

今回の設備改造に係る設備は，既許可の運用管理方針に基づく予備品及び

予備品の取替作業に必要な資機材に係る設備ではないため，適合対象外であ

る。 

 

②保管場所 

既許可における運用管理方針 

 既許可では，重大事故等時において，重要安全施設の復旧作業を有効かつ

効果的に行うため，復旧作業に係る考慮事項として，上記①に係る予備品等

を外部事象の影響を受けにくい場所に保管することとしている。   

【技能－参考 1】 

今回の設備改造時における運用管理方針 

 今回の設備改造に係る設備は，既許可の運用管理方針に基づく予備品及び

予備品の取替作業に必要な資機材に係る設備ではないため，適合対象外であ

る。 

 

③アクセスルートの確保 

既許可における運用管理方針 

 既許可では，重大事故等時において，重要安全施設の復旧作業を有効かつ

効果的に行うため，復旧作業に係る考慮事項として，上記①に係る予備品等

を用いた設備の復旧作業のため，発電所内の道路及び通路を確保することと

している。 

【技能－参考 1】 
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今回の設備改造時における運用管理方針 

 今回の設備改造に係る設備は，既許可の運用管理方針に基づく予備品及び

予備品の取替作業に必要な資機材に係る設備ではなく，復旧作業のために発

電所内の道路及び通路を確保することが求められる設備ではないため，適合

対象外である。 

 

2.3 支援に係る要求事項について 

既許可における運用管理方針 

  既許可では，重大事故等に対して事故収束対応を実施するため，発電所内

であらかじめ用意された手段（重大事故等対処設備，予備品，燃料等）によ

り，重大事故等対策を実施し，事故発生 7 日間は継続して事故収束対応を維

持できるようにすることとしている。 

関係機関等と協議及び合意の上，外部からの支援計画を定め，協力体制が

整い次第，プラントメーカ及び協力会社からは，事故収束手段及び復旧対策

に関する技術支援や要員派遣等の支援並びに燃料供給会社からは燃料の供給

を受けられるようにすることとしている。なお，資機材等の輸送に関して

は，迅速な物資輸送を可能とするとともに中長期的な物資輸送にも対応でき

るように支援計画を定めることとしている。 

発電所外であらかじめ用意された手段（重大事故等対処設備と同種の設

備，予備品，燃料等）について支援を受けることによって，発電所内に配備

する重大事故等対処設備に不具合があった場合の代替手段及び燃料等の確保

を行い，継続的な重大事故等対策を実施できるよう事象発生後 6 日間までに

支援を受けられる体制を整備することとしている。 

【技能－参考 1】 
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技能－16 

今回の設備改造時における運用管理方針 

 今回の設備改造に係る設備は，あらかじめ用意された手段の消費等に影響

を及ぼすものではなく，外部からの支援計画に影響を及ぼすものでもないこ

とから，適合対象外である。 

 

2.4 手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備に係る要求事項について 

既許可における運用管理方針 

 既許可では，重大事故等に的確かつ柔軟に対処できるように，手順書を整

備し，教育及び訓練を実施するとともに，災害対策要員を確保する等の必要

な体制を整備することとしている。  

【技能－参考 1】 

今回の設備改造時における運用管理方針 

今回の設備改造に係る設備は，重大事故等時における対処に影響を及ぼす

ものではないため，適合対象外である。    
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技能－参考 1 

既許可 本文十号 ハ 重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故 
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2.1① 

2.1② 
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技能－参考 2 

既許可 技術的能力 1.0 審査資料 添付資料 1.0.2 可搬型重大事故等対処設

備保管場所及びアクセスルートについて 

  

当該エリアにアクセスルートは設定されていない。 
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技能－45 

既許可 技術的能力 1.0 審査資料 添付資料 1.0.2 可搬型重大事故等対処設

備保管場所及びアクセスルートについて (30) 屋内アクセスルートの設定に

ついて 

 

当該エリアにアクセスルートは設定されていない。 
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技能－46 

 

 

 

給気隔離弁（Ｂ系）が設置している EL.+35.0m のエリアに

アクセスルートは設定されていない。 

給気隔離弁（Ａ系）が設置しているエリアにアクセスルート

は設定されていない。 
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技能－参考 3 

既許可 技術的能力 1.0.3 審査資料 添付資料 1.0.3 予備品等の確保及び保

管場所について 
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別添資料２ 

原子炉棟換気系改造における適用条文等の整理について 

 

1. 概 要 

 今回，東海第二発電所の原子炉棟換気系隔離弁及びダクトの一部について撤去又は閉止及び

追設を実施し，原子炉建屋原子炉棟の開口部に対しコンクリートによる閉止措置を施工するた

め，改造に際して適合性の確認が必要となる条文を明確にする。 

本資料では，今回の改造工事において，適用を受ける「実用発電用原子炉及びその附属施設

の技術基準に関する規則」の各条文を整理するとともに，適合性の確認が必要となる条文を明

確にする。 

 

2. 適用条文の整理結果 

 本改造における原子炉建屋原子炉棟の適用条文は，下表及び補足-4 並びに添付書類に示すと

おり。 

 

【確認対象】 

・ 原子炉格納施設 

2 原子炉建屋 

(1) 原子炉建屋原子炉棟 

ａ．原子炉建屋原子炉棟（主登録）DB・SA 

 

【凡例】 

○：適用条文であり，今回の申請で適合性を確認する必要がある条文 

△：適用条文であるが，既に適合性が確認されている条文，又は工事計画に係る内容に影

響を受けないことが明確に確認できる条文 

×：適用を受けない条文 

 

3．用語の定義 

本資料における用語の使い分けについては，以下のとおりとする。 

・原子炉建屋原子炉棟 ⇒ 原子炉本体の二次格納施設（建屋）を示す名称。 

・原子炉建屋付属棟 ⇒ 原子炉建屋原子炉棟の外側に隣接する建屋を示す名称。 

・原子炉建屋 ⇒ 「原子炉建屋原子炉棟」及び「原子炉建屋付属棟」を合わせて示す名称。 

・原子炉建屋付属棟（廃棄物処理棟） ⇒ 「原子炉建屋付属棟」のうち，主に原子炉棟の東側

（廃棄物処理施設設置）エリアを示す名称。 
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補 1－2 

（１） 原子炉格納施設 

  

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第 ４ 条 

設計基準対象施設の地盤 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，設置床高さ及び原子炉建屋

の重量に変更はなく，平成 30 年 10 月 18 日付け原規規発第

1810181 号にて認可された工事の計画（以下「既工事計画」と

いう。）で確認された設計基準対象施設の地盤に係る設計に変

更がないことから，審査対象条文とならない。 

（添付書類１） 

第 ５ 条 

地震による損傷の防止 
△ 

今回の原子炉棟換気系の改造では，「実用発電用原子炉及びそ

の附属設備の技術基準に関する規則の一部改正（平成 30 年 6 月

8 日，以下同様）」に定める耐震に係る設計を変更するものでは

ない。また，地震による損傷の防止に関する基本設計方針につ

いても変更がないことから，審査対象条文とならない。 

（添付書類２） 

第 ６ 条 

津波による損傷の防止 
△ 

今回の原子炉棟換気系の改造により，津波による損傷の防止に

関する設計への影響を確認する必要があるが，入力津波に変更

はなく，既工事計画で確認された設計を変更するものではな

い。また，津波による損傷の防止に関する基本設計方針につい

ても変更がないことから，審査対象条文とならない。 

（添付書類３） 

第 ７ 条 

外部からの衝撃による損

傷の防止 

△ 

今回の原子炉棟換気系の改造により，外部からの衝撃による損

傷の防止に関する設計への影響を確認する必要があるが，貫通

部のダクト撤去後の開口部はコンクリートによる閉止措置を

行うことで原子炉建屋原子炉棟の外壁とするため，外部からの

衝撃による損傷防止が図られた原子炉建屋内の改造であるこ

とから，既工事計画において確認された設計を変更するもので

はない。また，外部からの衝撃による損傷の防止に関する基本

設計方針についても変更がないことから，審査対象条文となら

ない。 

（添付書類４） 
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技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第 ８ 条 

立ち入りの防止 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，立ち入りの防止に係る 

設備に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第 ９ 条 

発電用原子炉施設への人

の不法な侵入等の防止 

× 
今回の原子炉棟換気系の改造では，人の不法な侵入等の防 

止に係る設備に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第１０条 

急傾斜地の崩壊の防止 
× 

東海第二発電所において急傾斜地崩壊危険区域に指定された

箇所はないため，審査対象条文とならない。 

第１１条 

火災による損傷の防止 
△ 

今回の原子炉棟換気系の改造により，火災による損傷の防止に

関する設計への影響を確認する必要があるが，貫通部のダクト

撤去後の開口部はコンクリートによる閉止措置を行うことで

原子炉建屋原子炉棟の外壁とし，既設同等の耐火構造とするこ

とから，既工事計画で確認された火災防護を行う機器等の選 

定並びに火災区域及び火災区画の設定，火災発生防止に係る設 

計，火災の感知及び消火に係る設計，火災の影響軽減対策に係 

る設計，その他の内部火災に係る防護の設計を変更するもので 

はない。また，火災による損傷の防止に関する基本設計方針に 

ついても変更がないことから，審査対象条文とならない。 

（添付書類５） 

第１２条 

発電用原子炉施設内にお

ける溢水等による損傷の

防止 

△ 

今回の原子炉棟換気系の改造により，溢水による損傷の防止に

関する設計への影響を確認する必要があるが，原子炉棟換気系

ダクト及び隔離弁の一部が撤去されるが，液体を内包する設備

ではなく，既工事計画で確認された溢水防護対象設備の選定，

溢水源，溢水量，溢水防護区画及び溢水経路の設定，溢水防護

対象設備に関する溢水評価及び防護設計，その他の溢水防護設

計を変更するものではない。また，溢水の防護に関する基本設

計方針について変更するものではない。また，発電用原子炉施

設内における溢水等による損傷の防止に関する基本設計方針

についても変更がないことから，審査対象条文とならない。 

（添付書類６） 

第１３条 

安全避難通路等 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，安全避難通路等に変更がな

いため，審査対象条文とならない。 
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技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第１４条 

安全設備 
△ 

今回の原子炉棟換気系の改造により，安全設備に関する設計へ

の影響を確認する必要があるが，貫通部のダクト撤去後の開口

部はコンクリートによる閉止措置を行うことで原子炉建屋原

子炉棟の外壁とするため，原子炉建屋原子炉棟内において想定

される運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定

される環境条件について，既工事計画を変更するものではな

い。また，安全設備に関する基本設計方針についても変更がな

いことから，審査対象条文とならない。 

（添付書類７） 

第１５条 

設計基準対象施設の機能 
△ 

今回の原子炉棟換気系の改造により，安全設備に関する設計へ

の影響を確認する必要があるが，今回の改造により他発電所と 

の共用する設備はなく， 既工事計画で確認された保守点検及 

び飛散物による損傷防護に係る基本設計方針に変更がないこ 

とから，審査対象条文とならない。 

（添付書類８） 

第１６条 

全交流動力電源喪失対策

設備 

× 
今回の原子炉棟換気系の改造では，全交流動力電源喪失対策設

備に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第１７条 

材料及び構造 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，材料及び構造に該当しな

いため，審査対象条文とならない。 

第１８条 

使用中の亀裂等による破

壊の防止 

× 維持基準であることから，審査対象条文とならない。 

第１９条 

流体振動等による損傷の

防止 

× 
今回の原子炉棟換気系の改造では，流体振動等による損傷の防

止に係る設備に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第２０条 

安全弁等 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，安全弁等に該当しないた

め，審査対象条文とならない。 

第２１条 

耐圧試験等 
× 

施設時基準又は維持基準であることから，審査対象条文となら

ない。 

第２２条 

監視試験片 
× 

容器の中性子照射による劣化に対する要求であり，対象設備は

本条文の適用を受ける設備ではないため，審査対象条文となら

ない。 
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補 1－5 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第２３条 

炉心等 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，炉心等に該当しないため，

審査対象条文とならない。 

第２４条 

熱遮蔽材 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，熱遮蔽材に該当しないた

め，審査対象条文とならない。 

第２５条 

一次冷却材 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，一次冷却材に該当しないた

め，審査対象条文とならない。 

第２６条 

燃料取扱設備及び燃料貯

蔵設備 

× 
今回の原子炉棟換気系の改造では，燃料取扱設備及び燃料貯蔵

設備に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第２７条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ 

× 
今回の原子炉棟換気系の改造では，原子炉冷却材圧力バウンダ

リに該当しないため，審査対象条文とならない。 

第２８条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリの隔離装置等 

× 
今回の原子炉棟換気系の改造では，原子炉冷却材圧力バウンダ

リの隔離装置等に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第２９条 

一次冷却材処理装置 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，一次冷却材処理装置に該当

しないため，審査対象条文とならない。 

第３０条 

逆止め弁 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，逆止め弁に該当しないた

め，審査対象条文とならない。 

第３１条 

蒸気タービン 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，蒸気タービンに該当しない

ため，審査対象条文とならない。 

第３２条 

非常用炉心冷却設備 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，非常用炉心冷却設備に該当

しないため，審査対象条文とならない。 

第３３条 

循環設備等 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，循環設備等に該当しないた

め，審査対象条文とならない。 

第３４条 

計測装置 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，計測装置に該当しないた

め，審査対象条文とならない。 

第３５条 

安全保護装置 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，安全保護装置に該当しな

いため，審査対象条文とならない。 
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補 1－6 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第３６条 

反応度制御系統及び原子

炉停止系統 

× 
今回の原子炉棟換気系の改造では，反応度制御系統及び原子炉

停止系統に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第３７条 

制御材駆動装置 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，制御材駆動装置に該当しな

いため，審査対象条文とならない。 

第３８条 

原子炉制御室等 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，原子炉制御室等に該当しな

いため，審査対象条文とならない。 

第３９条 

廃棄物処理設備等 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，廃棄物処理設備等に該当し

ないため，審査対象条文とならない。 

第４０条 

廃棄物貯蔵設備等 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，廃棄物貯蔵設備等に該当し

ないため，審査対象条文とならない。 

第４１条 

放射性物質による汚染の

防止 

× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，放射性物質による汚染の防

止が適用される設備に該当しないため，審査対象条文とならな

い。 

第４２条 

生体遮蔽等 
△ 

今回の原子炉棟換気系の改造により，生体遮蔽等に関する設計

への影響を確認する必要があるが，貫通部のダクト撤去後の開

口部はコンクリートによる閉止措置を行うことで原子炉建屋

原子炉棟の外壁とするため，既工事計画を変更するものではな

い。また，生体遮蔽等に関する基本設計方針についても変更が

ないことから，審査対象条文とならない。 

（添付書類９） 

第４３条 

換気設備 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，放射性物質により汚染され

た空気による放射線障害を防止するための換気設備に該当し

ないため，審査対象条文とならない。 
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補 1－7 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第４４条 

原子炉格納施設 
△ 

今回の原子炉棟換気系の改造により，原子炉格納施設に関する

設計への影響を確認する必要があるが，貫通部のダクト撤去後

の開口部はコンクリートによる閉止措置を行うことで原子炉

建屋原子炉棟の外壁とすることで，一次冷却系統に係る発電用

原子炉施設の損壊又は故障の際に原子炉格納容器から漏えい

する気体状の放射性物質を格納する設備としての機能への影

響はなく，既工事計画で確認された設計を変更するものではな

い。また，原子炉格納施設に関する基本設計方針についても変

更がないことから，審査対象条文とならない。 

（添付書類１０） 

第４５条 

保安電源設備 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，保安電源設備に該当しない

ため，審査対象条文とならない。 

第４６条 

緊急時対策所 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，緊急時対策所に該当しない

ため，審査対象条文とならない。 

第４７条 

警報装置等 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，警報装置等に該当しないた

め，審査対象条文とならない。 

第４８条 

準用 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，補助ボイラ，電気設備等の

準用が適用される設備に該当しないため，審査対象条文となら

ない。 
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補 1－8 

 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対象施設 

第４９条 

重大事故等対象施設の地

盤 

× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，設置床高さ及び原子炉建

屋の重量に変更はなく，既工事計画で確認された重大事故等

対象施設の地盤に係る設計を変更するものではない。 

（添付書類１１） 

第５０条 

地震による損傷の防止 
△ 

今回の原子炉棟換気系の改造では，「実用発電用原子炉及びそ

の附属設備の技術基準に関する規則の一部改正」に定める耐

震に係る設計を変更するものではない。また，地震による損傷

の防止に関する基本設計方針についても変更がないことか

ら，審査対象条文とならない。 

（添付書類１２） 

第５１条 

津波による損傷の防止 
△ 

今回の原子炉棟換気系の改造により，津波による損傷の防止

に関する設計への影響を確認する必要があるが，入力津波に

変更はなく，既工事計画で確認された設計を変更するもので

はない。また，津波による損傷の防止に関する基本設計方針に

ついても変更がないことから，審査対象条文とならない。 

（添付書類１３） 

第５２条 

火災による損傷の防止 
△ 

今回の原子炉棟換気系の改造により，火災による損傷の防止

に関する設計への影響を確認する必要があるが，貫通部のダ

クト撤去後の開口部はコンクリートによる閉止措置を行うこ

とで原子炉建屋原子炉棟の外壁とし，既設同等の耐火構造と

することから，既工事計画で確認された重大事故等対処設備

の選定並びに火災区域及び火災区画の設定，火災発生防止に

係る設計，火災の感知及び消火に係る設計，火災の影響軽減対

策に係る設計，その他の内部火災に係る防護の設計を変更す

るものではない。また，火災による損傷の防止に関する基本設

計方針についても変更がないことから，審査対象条文となら

ない。 

（添付書類１４） 
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補 1－9 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対象施設 

第５３条 

特定重大事故等対処施設 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，特定重大事故等対処施設

に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第５４条 

重大事故等対処設備 
△ 

今回の原子炉棟換気系の改造を踏まえた重大事故等が発生し

た場合における温度，放射線，荷重その他の使用条件での設

計への影響を確認する必要があるが，追設するダクトは重大

事故等対処施設に該当しないこと及び貫通部のダクト撤去後

の開口部はコンクリートによる閉止措置を行うことで原子炉

建屋原子炉棟の外壁とすることで，既工事計画における基本

設計方針変更するものではない。また，重大事故等対処設備

に関する基本設計方針についても変更がないことから，審査

対象条文とならない。 

（添付書類１５） 

第５５条 

材料及び構造 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，重大事故等対処設備に属

する容器，管，ポンプ若しくは弁又はこれらの支持構造物に該

当しないため，審査対象条文とならない。 

第５６条 

使用中の亀裂等による破

壊の防止 

× 維持基準であることから，適合条文とならない。 

第５７条 

安全弁等 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，安全弁等に該当しないた

め，審査対象条文とならない。 

第５８条 

耐圧試験等 
× 

施設時基準又は維持基準であることから，審査対象条文とな

らない。 

第５９条 

緊急停止失敗時に発電用

原子炉を未臨界にするた

めの設備 

× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，緊急停止失敗時に発電用

原子炉を未臨界にするための設備（代替制御棒挿入機能，代

替再循環ポンプトリップ機能，ほう酸水注入系，自動減圧系

の起動阻止スイッチ）に該当しないため，審査対象条文とな

らない。 

第６０条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備に該当しな

いため，審査対象条文とならない。 
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補 1－10 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対象施設 

第６１条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧するための設

備 

× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧するための設備に該当しないため，審査対象条文

とならない。 

第６２条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備に該当しな

いため，審査対象条文とならない。 

第６３条 

終ヒートシンクへ熱を

輸送するための設備 

× 

今回の原子炉棟換気系の改造では， 終ヒートシンクへ熱を

輸送するための設備に該当しないため，審査対象条文となら

ない。 

第６４条 

原子炉格納容器の冷却等

のための設備 

× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，原子炉格納容器内の圧力

及び温度を低下させるために必要な設備に該当しないため，

審査対象条文とならない。 

第６５条 

原子炉格納容器の過圧破

損を防止するための設備 

× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，原子炉格納容器内の過圧

による破損を防止する設備に該当しないため，審査対象条文

とならない。 

第６６条 

原子炉格納容器下部の溶

融炉心を冷却するための

設備 

× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，溶融し，原子炉格納容器の

下部に落下した炉心を冷却するために必要な設備に該当しな

いため，審査対象条文とならない。 

第６７条 

水素爆発による原子炉格

納容器の破損を防止する

ための設備 

× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，水素爆発による原子炉格

納容器の破損を防止するための設備（可搬型窒素供給設備，

格納容器圧力逃がし装置）に該当しないため，審査対象条文

とならない。 

第６８条 

水素爆発による原子炉建

屋等の破損を防止するた

めの設備 

× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，水素爆発による原子炉建

屋等の破損を防止するための設備（非常用ガス処理系，静的触

媒式水素再結合器）に該当しないため，審査対象条文とならな

い。 

第６９条 

使用済燃料貯蔵槽の冷却

等のための設備 

× 
今回の原子炉棟換気系の改造では，使用済燃料貯蔵槽の冷却

等のための設備がないことから，審査対象条文とならない。 
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補 1－11 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対象施設 

第７０条 

工場等外への放射性物質

の拡散を抑制するための

設備 

× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，工場等外への放射性物質

の拡散を抑制するための設備に該当しないため，審査対象条

文とならない 

第７１条 

重大事故等の収束に必要

となる水の供給設備 

× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，重大事故等の収束に必要

となる水の供給設備に該当しないため，審査対象条文となら

ない。 

第７２条 

電源設備 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，電源設備に該当しないた

め，審査対象条文とならない。 

第７３条 

計装設備 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，計装設備に該当しないた

め，審査対象条文とならない。 

第７４条 

運転員が原子炉制御室に

とどまるための設備 

△ 

今回の原子炉棟換気系の改造により，運転員が原子炉制御室

にとどまるための設備に関する設計への影響を確認する必要

があるが，貫通部のダクト撤去後の開口部はコンクリートに

よる閉止措置を行うことで原子炉建屋原子炉棟の外壁とし，

中央制御室遮蔽とあいまって運転員が原子炉制御室にとどま

るための遮蔽を確保するため，既工事計画における基本設計

方針変更するものではない。また，運転員が原子炉制御室にと

どまるための設備に関する基本設計方針についても変更がな

いことから，審査対象条文とならない。 

（添付書類１６） 

第７５条 

監視測定設備 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，監視測定設備に該当しな

いため，審査対象条文とならない。 

第７６条 

緊急時対策所 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，緊急時対策所に係る設備

に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第７７条 

通信連絡を行うために必

要な設備 

× 
今回の原子炉棟換気系の改造では，通信連絡を行うために必

要な設備に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第７８条 

準用 
× 

今回の原子炉棟換気系の改造では，準用に係る設備に該当し

ないため，審査対象条文とならない。 
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別紙 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の条文整理の詳細 

 

○ 各添付書類において，設計及び工事計画変更認可申請における技術基準規則に対す

る適合条文の整理の詳細を示す。 

 

○ 各添付書類の資料構成は，今回の改造による既認可工事計画※1で確認された適合性

への影響等の整理のため，以下に示す構成としている。 

 

★補足の表の「要否判断」が「○」「△」の場合 

 

・「１．基準適合性の確認範囲」において，今回の改造にあたって確認する必要が

ある既認可工事計画※1の確認範囲を整理し，当該範囲の既認可工事計画※1で示

されている適合性を確認するために必要な評価方法等を纏めた。 

 

・「２．確認結果」では，「１．基準適合性の確認範囲」で纏めた評価方法等に基

づき，今回の改造による影響を確認した結果を示す。 

今回の改造による影響を確認するために必要な内容は，各添付書類に示す既

認可工事計画※1（抜粋）に示す。 

 

・「３．まとめ」では，「２．確認結果」を踏まえて，既認可工事計画※1で確認さ

れた適合性への影響の有無及び理由を纏め，纏めた内容を補足－1 の表で総括

する。 

 

★補足の表の「要否判断」が「×」の場合 

 

・「１．基準適合性の確認結果」にて今回の改造による影響を確認した結果を示

す。 

 
※1：東海第二発電所の工事計画（原規規発第 1810181 号。平成 30 年 10 月 18 日認可。） 
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原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
４

条
設
計
基
準

対
象

施
設

の
地

盤
】

１
．
基
準
適
合
性
の
確

認
結
果

①
設

計
基
準
対
象
施

設
の
地
盤

に
つ
い
て

今
回
の
原
子
炉

棟
換
気
系

の
改
造
で
は
，

設
置
床
高

さ
及
び
原
子
炉

建
屋
の
重

量
に
変
更
は
な

く
，
既
工

事
計
画
で
確
認

さ
れ
た
設
計
基
準
対
象
施

設
の

地
盤
に

係
る
設
計
に
変

更
が
な
い

こ
と
か
ら
，
審

査
対
象
条

文
と
な
ら
な
い

。

補4-添1-1

補足－４　添付書類１
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原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

１
．
基
準
適
合
性
の
確

認
範
囲

①
耐
震
設
計
の
基
本
事

項
に
つ
い

て
ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

設
計
基
準
対
象

施
設
は
，

こ
れ
に
作
用
す

る
地
震
力

に
よ
る
損
壊
に

よ
り
公
衆

に
放
射
線
障
害

を
及
ぼ
さ

な
い
よ
う
に
す

る
た
め

，
設
置
変
更
許

可
申
請
書

の
設
計
方
針
に

基
づ
く
と

と
も
に
，
耐
震

工
認
審
査

ガ
イ
ド
を
踏
ま

え
，
工
事

計
画
認
可
に
お

い
て
実
績

の
あ
る

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｇ

46
01
等

の
規
格
及

び
基
準
等
に
基

づ
く
手
法

を
適
用
し
，
施

設
の
耐
震

設
計
上
の
重
要

度
に
応
じ

て
Ｓ
ク
ラ
ス
，

Ｂ
ク
ラ
ス

，
Ｃ
ク
ラ
ス
に

分
類
し

た
上
で
，
そ
れ

ぞ
れ
の
施

設
の
耐
震
重
要

度
に
応
じ

た
地
震
力
に
対

し
構
造
強

度
を
確
保
す
る

設
計
と
し

て
い
る
こ
と
を

記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
,
4頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
2-
2 
原
子
炉
建
屋
の
耐

震
性
に
つ
い
て

の
計
算
書

」
（
1
,
10
頁
参

照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

耐
震
重
要
施
設

（
Ｓ
ク
ラ

ス
の
施
設
）
に

つ
い
て
は

，
基
準
地
震
動

に
よ
る
地

震
力
に
対
し
て

そ
の
安
全

性
が
損
な
わ
れ

る
お
そ

れ
が
な
い
施
設

と
す
る
た

め
，
設
置
変
更

許
可
申
請

書
の
設
計
方
針

に
基
づ
く

と
と
も
に
，
耐

震
工
認
審

査
ガ
イ
ド
を
踏

ま
え
，
工

事
計
画
認

可
に
お

い
て
実
績
の
あ

る
Ｊ
Ｅ
Ａ

Ｇ
4
60
1等

の
規

格
及
び
基

準
等
に
基
づ
く

手
法
を
適

用
し
て
，
当
該

施
設
の
機

能
を
維
持
す
る

設
計
と
し

て
い
る
こ

と
を
記

載
し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
,
4,
5,
2
1,
22
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
2-
2 
原
子
炉
建
屋
の
耐

震
性
に
つ
い
て

の
計
算
書

」
（
1
2頁

参
照

）
今
回

の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
伴
い
，
上

記
の
設
計

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
す
る
。

②
耐
震
重
要
度
分
類
に

つ
い
て

既
工
事

計
画
に
お
い
て

は
，
設
計

基
準
対
象
施
設

の
耐
震
重

要
度
分
類
は
，

施
設
の
耐

震
設
計
上
の
重

要
度
に
応

じ
て
Ｓ
ク
ラ
ス

，
Ｂ
ク
ラ

ス
，
Ｃ
ク
ラ

ス
に
分

類
し
て
い
る
こ

と
，
施
設

に
要
求
さ
れ
る

安
全
機
能

の
役
割
に
応
じ

て
，
施
設

を
構
成
す
る
設

備
（
主
要

設
備
，
補
助
設

備
，
直
接

支
持
構
造
物
，

間
接
支

持
構
造
物
，
波

及
的
影
響

を
考
慮
す
べ
き

施
設
）
に

適
切
に
区
分
し

て
い
る
こ

と
を
記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
5
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
4 
重
要
度
分
類
及
び

重
大
事
故
等
対

処
施
設
の

施
設
区
分
の
基

本
方
針
」

（
4
,6
～
1
4,
16
,
18
,
21
～

2
3,
60
頁
参
照
）

「
補
足

-
4【

原
子
炉
棟

換
気
系
改

造
工
事
の
概
要

に
つ
い
て

】
」
（
参
照
）

今
回
の

原
子
炉
棟
換
気

系
の
改
造

に
伴
い
，
上
記

の
設
計
に

変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認

す
る
。

補4-添2-1

補足－４　添付書類２
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原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

③
地
震
力
の
算
定
方
法

に
つ
い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

静
的
地
震
力
は

，
設
置
変

更
許
可
申
請
書

の
設
計
基

準
対
象
施
設
の

耐
震
設
計

で
示
さ
れ
た
静

的
地
震
力

の
算
定
方
針
に

基
づ
き

，
施
設
の
耐
震

重
要
度
に

応
じ
た
係
数
を

乗
じ
，
施

設
の
振
動
特
性

及
び
地
盤

の
種
類
を
考
慮

す
る
な
ど

し
て
，
建
物
・

構
築
物
，

機
器
・
配

管
系
の

そ
れ
ぞ
れ
に
対

し
て
適
切

に
算
定
し
て
い

る
こ
と
を

記
載
し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
7
,
8頁

参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

動
的
地
震
力
は

，
Ｓ
ク
ラ

ス
の
施
設
，
屋

外
重
要
土

木
構
造
物
及
び

Ｂ
ク
ラ
ス

の
施
設
の
う
ち

共
振
の
お

そ
れ
の
あ
る
も

の
に
適

用
し
，
Ｓ
ク
ラ

ス
の
施
設

（
津
波
防
護
施

設
，
浸
水

防
止
設
備
及
び

津
波
監
視

設
備
を
除
く
。

）
に
つ
い

て
は
，
基
準
地

震
動
Ｓ

ｓ
及
び
弾
性

設
計
用
地

震
動
Ｓ

ｄ
か
ら
定
め
る
入

力
地
震
動
を
適

用
す
る
こ

と
を
記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
8
頁
参
照
）

今
回

の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
伴
い
，
上

記
の
設
計

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
す
る
。

④
荷
重
の
組
合
せ
に
つ

い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

建
物
・
構
築
物

，
機
器
・

配
管
系
，
津
波

防
護
施
設

等
は
，
耐
震
重

要
度
分
類

に
応
じ
て
，
そ

れ
ぞ
れ
の

施
設
に
作
用
す

る
地
震

力
と
地
震
力
以

外
の
荷
重

を
適
切
に
組
み

合
わ
せ
て

い
る
こ
と
を
記

載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
1
,1
2,
1
5頁

参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

地
震
荷
重
と
風

荷
重
又
は

積
雪
荷
重
と
の

組
合
せ
に

つ
い
て
は
，
風

荷
重
又
は

積
雪
荷
重
の
影

響
が
地
震

荷
重
と
比
べ
て

無
視
で

き
な
い
構
造
，

形
状
及
び

仕
様
を
有
す
る

施
設
を
屋

外
施
設
か
ら
選

定
し
，
当

該
施
設
の
評
価

に
お
い
て

考
慮
し
て
い
る

こ
と
を
記

載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
5頁

参
照
）

今
回

の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
伴
い
，
上

記
の
設
計

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
す
る
。

補4-添2-2
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原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

⑤
許
容
限
界
に
つ
い
て

既
工
事
計
画

に
お
い
て
は
，
建

物
・
構
築
物
，

機
器
・
配

管
系
の
そ
れ
ぞ

れ
の
強
度

評
価
に
お
け
る

許
容
限
界

に
つ
い
て
は
，

安
全
上
適

切
と
認
め
ら
れ

る
規
格
及

び
基
準
等
に
基

づ
き
，
施

設
の
機
能
を
維

持
又
は
構

造
強
度
を
確
保

で
き
る
設

定
と
し
て
い
る

こ
と
を
記

載
し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
5
,1
6頁

参
照

）
「
Ⅴ

-2
-
2-
2 
原
子
炉
建
屋
の
耐

震
性
に
つ
い
て

の
計
算
書

」
（
1
4
,1
5,
別

紙
-
2頁

参
照
）

「
補
足

-
4【

原
子
炉
棟

換
気
系
改

造
工
事
の
概
要

に
つ
い
て

】
」
（
参
照
）

今
回
の

原
子
炉
棟
換
気

系
の
改
造

に
伴
い
，
上
記

の
設
計
に

変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認

す
る
。

補4-添2-3
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原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

⑥
波
及
的
影
響
に
つ
い

て
ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

波
及
的
影
響
に

つ
い
て
は

，
考
慮
す
べ
き

事
象
の
選

定
，
考
慮
す
べ

き
施
設
の

抽
出
及
び
耐
震

計
算
を
適

切
に
実
施
し
，

耐
震
重
要

度
分
類
の
下
位

の
ク
ラ
ス

に
属
す
る
施
設

の
波
及
的

影
響
に
よ
っ
て

，
耐
震
重

要
施
設
（
Ｓ
ク

ラ
ス
の
施

設
）
の
安
全
機

能
を
損
な

わ
な
い
設
計

と
し
て

い
る
こ
と
を
記

載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
4
,
6頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
4 
重
要
度
分
類
及
び

重
大
事
故
等
対

処
施
設
の

施
設
区
分
の
基

本
方
針
」

（
5頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
5 
波
及
的
影
響
に
係

る
基
本
方
針
」

（
1
頁
参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

考
慮
す
べ
き
事

象
に
つ
い

て
は
，
原
子
力

発
電
所
の

地
震
被
害
を
調

査
し
，
そ

の
結
果
を
考
慮

し
た
上
で

，
設
置
地
盤
及

び
地
震
応

答
性
状
の
相
違

等
に
起
因

す
る
相
対
変
位

又
は
不
等

沈
下
，
下
位
ク

ラ
ス
の
施

設
と
の
接
続
部

に
お
け
る

相
互
影
響
，
下

位
ク
ラ
ス

の
施
設
の
損

傷
，
転

倒
，
落
下
等
を

選
定
し
て

い
る
こ
と
を
記

載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
6
,
7頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
5 
波
及
的
影
響
に
係

る
基
本
方
針
」

（
1
,
2,
4頁

参
照
）

ｃ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

考
慮
す
べ
き
施

設
に
つ
い

て
は
，
敷
地
全

体
を
俯
瞰

し
た
調
査
・
検

討
に
基
づ

き
，
選
定
し
た

事
象
ご
と

に
波
及
的
影
響

を
及
ぼ
す

可
能
性
の
あ
る

下
位
ク
ラ

ス
の
施
設
又
は

波
及
的
影

響
を
受
け
る
可

能
性
の
あ

る
上
位
ク
ラ
ス

の
施
設
を

抽
出
し
て
い
る

こ
と
を
記

載
し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
7
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
4 
重
要
度
分
類
及
び

重
大
事
故
等
対

処
施
設
の

施
設
区
分
の
基

本
方
針
」

（
1
2～

14
,1
6,
1
8,
2
1～

2
3
,6
0頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
5 
波
及
的
影
響
に
係

る
基
本
方
針
」

（
1
1頁

参
照
）

「
補
足

-
4【

原
子
炉
棟

換
気
系
改

造
工
事
の
概
要

に
つ
い
て

】
」
（
参
照
）

ｄ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

耐
震
計
算
に
つ

い
て
は
，

抽
出
し
た
下
位

ク
ラ
ス
の

施
設
が
，
上
位

ク
ラ
ス
の

施
設
の
設
計
に

用
い
る
地

震
動
又
は
地
震

力
に
対
し

て
耐
震
性
を
有

し
て
い
る

こ
と
，
又
は
抽

出
し
た
上

位
ク
ラ
ス
の
施

設
が
，
下

位
ク
ラ
ス
の
施

設
の
波
及

的
影
響
の
発
生

に
よ
っ
て

作
用
す
る
荷

重
に
対

し
て
機
能
に
影

響
を
受
け

な
い
状
態
に
留

ま
る
こ
と

を
記
載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
7
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
5 
波
及
的
影
響
に
係

る
基
本
方
針
」

（
1
0
,1
1頁

参
照
）

今
回

の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
伴
い
，
波

及
的
影
響

を
考
慮
し
た
設

計
に
変
更

が
な
く
，
上
記

方
針
を
踏

ま
え
て
設
計
し

て
い
る
こ

と
を
確
認
す
る

。
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原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

⑦
水
平
２
方
向
及
び
鉛

直
方
向
の

地
震
力
の
組
合

せ
に
よ
る

影
響
評
価
に
つ

い
て

既
工
事

計
画
に
お
い
て

は
，
水
平

２
方
向
及
び
鉛

直
方
向
の

地
震
力
の
組
合

せ
に
つ
い

て
は
，
耐
震
重

要
施
設
及

び
そ
の
間
接
支

持
構
造
物

並
び
に
波
及

的
影
響

を
考
慮
す
べ
き

施
設
を
対

象
に
，
当
該
組

合
せ
の
適

用
に
よ
っ
て
水

平
１
方
向

及
び
鉛
直
方
向

の
地
震
力

を
組
み
合
わ
せ

た
耐
震
計

算
へ
の
影
響
の

可
能
性

が
あ
る
施
設
又

は
設
備
を

抽
出
し
，
三
次

元
応
答
性

状
を
考
慮
し
た

上
で
基
準

地
震
動
を
適
用

し
て
当
該

組
合
せ
の
適
用

が
耐
震
性

評
価
に
及
ぼ
す

影
響
を

評
価
し
て
い
る

こ
と
を
記

載
し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
2
,
8,
9頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
8 
水
平
２
方
向
及
び

鉛
直
方
向
地
震

力
の
組
合

せ
に
関
す
る
影

響
評
価
方

針
」
（

1～
3頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
12
 水

平
２
方

向
及
び
鉛

直
方
向
地
震
力

の
組
合
せ

に
関
す
る
影
響

評
価
結
果

」
（
1
～
3
,6
,7
,
14
,
15
,2
0頁

参
照
）

「
補
足

-
34
0-
7
水
平
２
方
向
及

び
鉛
直
方
向
の

適
切
な
組

合
せ
に
関
す
る

検
討
に
つ

い
て
」
（

7,
9,
1
4,
2
3,
26
,
30
,3
8～

54
頁

参
照
）

今
回
の

原
子
炉
棟
換
気

系
の
改
造

に
伴
い
，
水
平

２
方
向
及

び
鉛
直
方
向
地

震
力
の
組

合
せ
に
関
す
る

影
響
評
価

方
針
に
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認
す
る
。

ま
た
，

耐
震
性
評
価
に

及
ぼ
す
影

響
の
評
価
に
変

更
が
な
い

こ
と
を
確
認
す

る
。
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

補
足

-4
【
原
子
炉
棟
換

気
系
改
造

工
事
の
概
要
に

つ
い
て

】

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
当

該
設
備
の

機
能
及
び
設
置

場
所
に
お

け
る
周
辺
施
設

に
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。
ま
た

,今
回
の
貫

通
部
の
埋
め
戻
し

に
よ
る
重
量
増

加
は
，
原

子
炉
建
屋
の
耐

震
健
全
性

に
影
響
を

与
え
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
確
認
し
た

。
【
②
,
⑤
,⑥

ｃ
】

Ⅴ
-2
-1
-
1 
耐

震
設
計
の
基
本
方

針
の
概
要

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
耐

震
設
計
，

耐
震
重
要
度
分

類
，
地
震

力
の
算
定
，
荷

重
の
組
合

せ
及
び
許

容
限
界
を
考
慮
し
た
設
計

な
ど
の
基
本
方

針
に
変
更

が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た

。
【
①
～

⑦
】

Ⅴ
-2
-1
-
4 
重

要
度
分
類
及
び
重

大
事
故
等
対
処

施
設
の

施
設
区
分
の
基

本
方
針

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
機

能
及
び
設

置
場
所
に
お
け

る
周
辺
施

設
に
変
更
が
な

い
こ
と
か

ら
，

耐
震
重

要
度
分
類
及
び
波
及
的
影

響
を
考
慮
す
べ

き
施
設
区

分
の
基
本
方
針

に
変
更
が

な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。

【
②

,⑥
ａ

,⑥
ｃ
】

Ⅴ
-2
-1
-
5 
波

及
的
影
響
に
係
る

基
本
方
針

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
機

能
及
び
設

置
場
所
に
お
け

る
周
辺
施

設
に
変
更
が
な

い
こ
と
か

ら
，

波
及
的

影
響
を
考
慮
し
た
設
計
の

基
本
方
針
に
変

更
が
な
い

こ
と
を
確
認
し

た
。
【
⑥

】

原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

２
．
確

認
結
果
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

Ⅴ
-2
-1
-
8 
水

平
２
方
向
及
び
鉛

直
方
向
地
震
力

の
組
合

せ
に
関
す
る
影

響
評
価
方

針

Ⅴ
-2
-1
2
 水

平
２
方
向

及
び
鉛
直

方
向
地
震
力
の

組
合
せ

に
関
す
る
影
響

評
価
結
果

補
足

-3
4
0-
7
水
平
２
方
向
及
び

鉛
直
方
向
の
適

切
な
組

合
せ
に
関
す
る

検
討
に
つ

い
て

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
つ
い
て
，

「
水
平
２

方
向
及
び
鉛
直

方
向
の
組

合
せ
に
よ
る
影

響
の
可
能

性
が
あ
る

施
設
を
評
価
対
象
施
設
と

し
，
施
設
が
有

す
る
耐
震

性
に
及
ぼ
す
影

響
を
評
価

す
る
」
方
針
を

変
更
す
る

も
の
で

は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た

。
影
響
評
価
に

対
す
る
確

認
結
果
は
次
の

と
お
り
。

【
⑦
】

・
原
子

炉
建
屋
基
礎
盤
に
つ
い
て

，
基
準
地
震
動

Ｓ
ｓ
に

よ
る
地
震
力

を
水
平
2方

向
及

び
鉛
直
方
向
に

作
用
さ
せ

，
3

次
元
Ｆ

Ｅ
Ｍ
モ
デ
ル
を
用
い
た
弾

性
応
力
解
析
を

行
っ
た
。

評
価
の
結
果

,水
平

2方
向
及
び

鉛
直
方
向
地
震
力

の
組
合
せ

に
対
し
，
原
子
炉
建
屋
基

礎
盤
が
有
す
る

耐
震
性
へ

の
影
響
は
な
い

こ
と
を
確

認
し
た
。
【
⑦

】

Ⅴ
-2
-2
-
2 
原

子
炉
建
屋
の
耐
震

性
に
つ
い
て
の

計
算
書

・
設
備

の
補
強
や
追
加
等
の
改
造

工
事
に
伴
う
重

量
増
加
を

考
慮
し
た
割
増

係
数
を
乗

じ
た

大
せ
ん

断
ひ
ず
み

は
，

許
容
限

界
を
超
え
な
い
こ
と
を
確

認
し
て
い
る
。

【
⑤
】

原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】
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原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

３
．
ま
と
め

・
今
回
の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
つ
い
て
，

耐
震
設
計

の
基
本
方
針
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。

・
基
本
方
針
に
変
更
が

な
く
，
必

要
な
強
度
は
確

保
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら

，
技
術
基

準
の
適
合
性
に

影
響
を
与

え
な
い
。

・
既
工
事
計
画
で
確
認

さ
れ
た
設

計
を
変
更
す
る

も
の
で
は

な
い
。
ま
た
，

地
震
に
よ

る
損
傷
の
防
止

に
関
す
る

基
本
設
計
方
針

に
つ
い
て
も
変
更
が
な
い

こ
と
か
ら

，
審
査
対
象
条

文
と
な
ら

な
い
。
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原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
６

条
津
波

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

１
．
基
準
適
合
性
の
確

認
範
囲

①
基

本
事
項
に
つ
い

て
既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
設
計
基
準
対

象
施
設
が

，
基
準
津
波
に

よ
り
そ
の

安
全
性
が
損
な

わ
れ
る
お

そ
れ
の
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
，
設
置
変

更
許
可

申
請
書

の
設
計
方
針
に

基
づ
く
と

と
も
に
，
「
耐

津
波
設
計

に
係
る
工
認
審

査
ガ
イ
ド

」
に
基
づ
く
手

法
を
適
用

し
て
，
津
波
防

護
施
設
，

浸
水
防
止
設
備

及
び
津
波

監
視
設
備
を
設

置
し
て
い

る
こ
と
並
び
に

基
準
津
波

に
対
し
て
こ
れ

ら
の
施
設

の
機
能
を
維
持

す
る
設
計

と
記
載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
2-
2
-1
 耐

津
波
設
計

の
基
本
方
針
」

（
1
頁
参
照
）

「
そ
の

他
発
電
用
原
子

炉
の
附
属

施
設

浸
水
防
護
施
設

外
郭
浸
水
防
護
設
備
に
係

る
機
器
の
配
置

を
明
示
し

た
図
面
」

（
第

9-
4
-1
図

～
第
9
-4
-
4図

参
照

）
「
そ
の

他
発
電
用
原
子

炉
の
附
属

施
設

浸
水
防
護
施
設

内
郭
浸
水
防
護
設
備
に
係

る
機
器
の
配
置

を
明
示
し

た
図
面
」

（
第

9-
4
-5
図

～
第
9
-4
-
16
図
参
照
）

今
回
の

原
子
炉
棟
換
気

系
の
改
造

に
伴
い
，
上
記

の
設
計
に

変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認

す
る
。

②
津

波
防
護
対
象
設

備
に
つ
い

て
既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
設
計
基
準
対

象
施
設
の

う
ち
津
波
か
ら

防
護
す
る

設
備
に
つ
い
て

は
「
発
電

用
軽
水
型
原
子

炉
施
設
の
安
全
機
能
の
重

要
度
分

類
に
関

す
る
審
査
指
針

」
で
規
定

さ
れ
る
ク
ラ
ス

１
，
２
設

備
及
び
耐
震
Ｓ

ク
ラ
ス
に

属
す
る
設
備
（

津
波
防
護

施
設
，
浸
水
防

止
設
備
及

び
津
波
監
視
設

備
を
除
く
。
）
と
記
載
し

て
い
る
。

「
補
足

-
4【

原
子
炉
棟

換
気
系
改

造
工
事
の
概
要

に
つ
い
て

】
」
（
参
照
）

「
Ⅴ

-1
-
1-
2-
1
-2
 防

護
対
象
施

設
の
範
囲
」
（

1～
3頁

参
照
）

「
Ⅴ

-1
-
1-
2-
2
-1
 耐

津
波
設
計

の
基
本
方
針
」

（
1
,
2頁

参
照
）

今
回
の

原
子
炉
棟
換
気

系
の
改
造

に
伴
い
，
上
記

の
設
計
に

変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認

す
る
。

③
入

力
津
波
の
設
定

に
つ
い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

入
力
津
波
の
設

定
に
あ
た

っ
て
，
敷
地
及

び
敷
地
周

辺
に
お
け
る
地

形
と
施
設

の
配
置
を
考
慮

し
た
津
波

の
遡
上
解
析
を

基
に

基
準
津
波
に
よ

る
敷
地
へ

の
遡
上
の
可
能

性
を
記
載

し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-
1-
1-
2
-2
-1
 耐

津
波
設

計
の
基
本
方
針

」
（

2,
3頁

参
照

）

補4-添3-1
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原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
６

条
津
波

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】
ｂ
．

既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
津
波
防
護
対

策
に
必
要

な
各
施
設
の
設

置
位
置
に

お
い
て
，
潮
位

の
ば
ら
つ

き
，
地
殻
変
動

及
び
数
値

計
算
上
の
不
確

か
さ
を
考

慮
し
て
適
切
に

設
定
し
て

い
る
と
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-
1-
1-
2
-2
-1
 耐

津
波
設

計
の
基
本
方
針

」
（

3,
4頁

参
照

）
今
回

の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
伴
い
，
上

記
の
設
計

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
す
る
。

④
津

波
防
護
対
策
に

つ
い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

入
力
津
波
に
よ

る
津
波
防

護
対
象
設
備
へ

の
影
響
と

し
て
，
津
波
の

敷
地
へ
の

流
入
の
可
能
性

の
有
無
，

津
波
に
よ
る
漏

水
及
び

溢
水
並
び
に
津

波
に
よ
る

水
位
変
動
に
伴

う
取
水
性

低
下
に
よ
る
重

要
な
安
全

機
能
へ
の
影
響

の
有
無
を

評
価
し
，
対
策

が
必
要
と

な
る
箇
所

に
津
波

防
護
施
設
及
び

浸
水
防
止

設
備
を
設
置
す

る
こ
と
を

記
載
し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-
1-
1-
2
-2
-1
 耐

津
波
設

計
の
基
本
方
針

」
（

5～
1
2頁

参
照
）

「
Ⅴ

-
1-
1-
2
-2
-4
 入

力
津
波

に
よ
る
津
波
防

護
対
象
設

備
へ
の
影
響
評

価
」
（

16
,
20
頁

参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

津
波
の
襲
来
を

察
知
し
津

波
防
護
施
設
及

び
浸
水
防

止
設
備
の
機
能

を
確
実
と

す
る
津
波
監
視

設
備
を
設

置
す
る
こ
と
な

ど
を
記

載
し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-
1-
1-
2
-2
-1
 耐

津
波
設

計
の
基
本
方
針

」
（

13
頁

参
照
）

今
回

の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
伴
い
，
上

記
の
設
計

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
す
る
。

⑤
津

波
防
護
対
策
に

必
要
な
浸

水
防
護
施
設
の

設
計
に
つ

い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

津
波
防
護
施
設

，
浸
水
防

止
設
備
及
び
津

波
監
視
設

備
に
つ
い
て
は

，
以
下
の

ｂ
．
及
び
ｃ
．

の
事
項
か

ら
，
入
力
津
波

に
対
し

て
，
そ
れ
ぞ
れ

に
要
求
さ

れ
る
機
能
が
十

分
に
保
持

で
き
る
設
計
を

記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-
1-
1-
2
-2
-1
 耐

津
波
設

計
の
基
本
方
針

」
（

14
,1
5頁

参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

津
波
に
よ
る
荷

重
と
津
波

以
外
の
荷
重
を

適
切
に
設

定
し
，
そ
れ
ら

の
組
合
せ

を
考
慮
し
て
い

る
こ
と
，

津
波
以
外
の
荷

重
と
し

て
，
余
震
に
よ

る
荷
重
，

漂
流
物
に
よ
る

荷
重
，
積

雪
荷
重
及
び
風

荷
重
を
考

慮
し
て
い
る
こ

と
を
記
載

し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-
1-
1-
2
-2
-1
 耐

津
波
設

計
の
基
本
方
針

」
（

15
,1
6頁

参
照
）

ｃ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

津
波
襲
来
後
の

再
使
用
性

や
津
波
の
繰
り

返
し
の
作

用
を
考
慮
し
て

，
作
用
す

る
荷
重
に
対
し

，
そ
れ
ぞ

れ
の
施
設
に
要

求
さ
れ

る
機
能
を
十
分

に
保
持
で

き
る
許
容
限
界

を
設
定
し

て
い
る
こ
と
，

材
料
の
応

力
が
お
お
む
ね

弾
性
範
囲

内
に
収
ま
る
こ

と
を
基
本

と
し
て
い

る
こ
と

を
記
載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-
1-
1-
2
-2
-1
 耐

津
波
設

計
の
基
本
方
針

」
（

16
頁

参
照
）

今
回

の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
伴
い
，
上

記
の
設
計

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
す
る
。
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⑥
既

工
認
実
績
の
な

い
手
法
，

条
件
等
に
係
る

確
認
に
つ

い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

防
潮
堤
に
つ
い

て
，
防
護

対
象
と
す
る
施

設
が
設
置

さ
れ
た
敷
地
を

取
り
囲
む

よ
う
，
地
中
連

続
壁
基
礎

に
鋼
製
の
上
部

工
を
設

置
す
る
鋼
製
防

護
壁
，
地

中
連
続
壁
基
礎

に
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
製

の
上
部
工

を
設
置
す
る
鉄

筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
防
潮
壁

及
び
基
礎

と
な
る
鋼

管
杭
の

上
部
工
部
分
に

鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
を
被

覆
し
た
鋼

管
杭
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト

防
潮
壁
の
３
種

類
を
設
置

し
，
地
震
後
に

繰
り
返
し

の
襲
来
が

想
定
さ

れ
る
津
波
に
よ

る
荷
重
並

び
に
余
震
，
漂

流
物
の
衝

突
，
風
及
び
積

雪
に
よ
る

荷
重
に
対
し
，

地
震
後
及

び
津
波
後
の
再

使
用
性
も

考
慮
し
，

主
要
な

構
造
部
材
の
構

造
健
全
性

を
維
持
す
る
設

計
と
し
て

お
り
，
基
準
津

波
に
よ
る

遡
上
波
の
到
達

又
は
流
入

を
防
止
す
る
設

計
を
記
載

し
て
い
る
。

「
Ｖ

-
1-
1-
2
-2
-5
 津

波
防
護

に
関
す
る
施
設

の
設
計
方

針
」
（
8～

1
1頁

参
照
）

「
そ

の
他
発
電
用
原

子
炉
の
附

属
施
設

浸
水
防
護
施
設

外
郭

浸
水
防
護
設
備
の

構
造
図
」
（
第

9
-4
-
17
図

～
第
9
-
4-
19
図

参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

鋼
製
防
護
壁
の

止
水
機
構

に
つ
い
て
は
，

構
造
上
，

一
体
化
で
き
な

い
鋼
製
防

護
壁
と
取
水
構

造
物
の
境

界
部
に
想
定
さ

れ
る
荷

重
の
作
用
及
び

相
対
変
位

を
考
慮
し
，
試

験
等
に
て

止
水
性
を
確
認

し
た
構
造

の
異
な
る
１
次

止
水
機
構

及
び
２
次
止
水

機
構
を
設

置
し
，
止

水
性
を

保
持
す
る
設
計

を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ｖ

-
1-
1-
2
-2
-5
 津

波
防
護

に
関
す
る
施
設

の
設
計
方

針
」
（
8～

1
1頁

参
照
）

「
そ

の
他
発
電
用
原

子
炉
の
附

属
施
設

浸
水
防
護
施
設

外
郭

浸
水
防
護
設
備
の

構
造
図
」
（
第

9
-4
-
17
図

～
第
9
-
4-
19
図

参
照
）

ｃ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

鋼
製
防
護
壁
の

上
部
構
造

と
下
部
構
造
の

接
合
部
に

つ
い
て
は
，
複

合
材
料
で

構
成
さ
れ
た
構

造
を
よ
り

正
確
に
評
価
す

る
た
め

三
次
元
解
析
を

実
施
し
て

，
各
部
材
が
負

担
す
る
荷

重
，
そ
の
伝
達

メ
カ
ニ
ズ

ム
及
び
三
次
元

挙
動
を
評

価
し
，
設
計
荷

重
に
よ
り

生
じ
る
各

部
材
の

応
力
が
許
容
値

を
満
足
す

る
こ
と
，
ま
た

，
設
計
荷

重
を
超
え
る
荷

重
に
対
し

て
脆
性
的
な
ひ

ず
み
増
加

を
呈
す
る
こ
と

は
な
く
十

分
な
靭
性

を
有
し

て
い
る
こ
と
を

記
載
し
て

い
る
。

「
Ｖ

-
3-
別

添
3
-2
-1
-
1 
防
潮
堤
（
鋼

製
防
護
壁
）
の
強

度
計
算
書

1.
 防

潮
堤

（
鋼
製
防
護
壁

）
の
基
礎

及
び
上
部
構
造

に
関
す
る

強
度
計
算
書
」

（
14
頁
参
照
）

今
回

の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
伴
い
，
上

記
の
設
計

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
す
る
。

原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
６

条
津
波

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

補
足

-4
【
原
子
炉
棟
換

気
系
改
造

工
事
の
概
要
に

つ
い
て

】

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
原

子
炉
棟
換

気
系
ダ
ク
ト
及

び
隔
離
弁

の
一
部
が
撤
去

さ
れ
，
ダ

ク
ト
撤
去

に
伴
う
原
子
炉
建
屋
原
子

炉
棟
の
開
口
部

は
閉
止
す

る
。
当
該
箇
所

は
，
津
波

到
達
高
さ
よ
り

十
分
高
い

位
置
で

あ
る
た
め
，
原
子
炉
建
屋

や
津
波
防
護
対

策
で
防
護

す
る
設
計
方
針

に
変
更
が

な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。

【
②
】

Ⅴ
-1
-1
-
2-
2-
1
 耐

津
波
設
計
の

基
本
方
針

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
設

計
基
準
対

象
施
設
が
，
基

準
津
波
に

よ
り
そ
の
安
全

性
が
損
な

わ
れ
る
お

そ
れ
の
な
い
よ
う
に
す
る

た
め
の
設
計
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。
【

①
】

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
津

波
防
護
対

象
設
備
に
つ
い

て
，
設
計

基
準
対
象
施
設

の
う
ち
津

波
か
ら
防

護
す
る
設
備
に
変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。
【

②
】

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
入

力
津
波
の

設
定
の
う
ち
，

基
準
津
波

に
よ
る
敷
地
へ

の
遡
上
の

可
能
性
及

び
津
波
防
護
対
策
に
必
要

な
各
施
設
の
設

置
位
置
の

設
定
に
つ
い
て

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。

【
③
】

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
津

波
防
護
対

策
の
う
ち
，
入

力
津
波
に

よ
る
津
波
防
護

対
象
設
備

に
対
策
が

必
要
と
な
る
箇
所
へ
の
津

波
防
護
施
設
及

び
浸
水
防

止
設
備
の
設
計

へ
の
影
響

，
及
び
津
波
の

襲
来
を
察

知
す
る

津
波
監
視
設
備
の
設
置
に

つ
い
て
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。

【
④
】

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
津

波
防
護
対

策
に
必
要
な
浸

水
防
護
施

設
の
設
計
に
つ

い
て
は
，

津
波
以
外

に
考
慮
す
べ
き
荷
重
の
設

定
及
び
津
波
襲

来
後
の
再

使
用
性
や
津
波

の
繰
り
返

し
作
用
に
つ
い

て
の
設
計

に
つ
い

て
変
更
が
な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。
【
⑤

】

そ
の
他

発
電
用
原
子
炉

の
附
属
施

設
浸

水
防
護

施
設

外
郭
浸

水
防
護
設
備
に
係

る
機
器
の
配
置

を
明
示

し
た
図
面

（
第

9-
4
-1
図

～
第
9
-4
-
4図

）

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
津

波
防
護
施

設
，
浸
水
防
止

設
備
及
び

津
波
監
視
設
備

に
係
る
機

器
の
配
置

に
変
更
が
な
い
こ
と
か
ら

，
津
波
に
よ
る

損
傷
を
防

止
す
る
設
計
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。

【
①
】

原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
６

条
津
波

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

２
．
確

認
結
果
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

そ
の
他

発
電
用
原
子
炉

の
附
属
施

設
浸

水
防
護

施
設

内
郭
浸

水
防
護
設
備
に
係

る
機
器
の
配
置

を
明
示

し
た
図
面

（
第

9-
4
-5
図

～
第
9
-4
-
16
図
）

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
津

波
防
護
施

設
，
浸
水
防
止

設
備
及
び

津
波
監
視
設
備

に
係
る
機

器
の
配
置

に
変
更
が
な
い
こ
と
か
ら

，
津
波
に
よ
る

損
傷
を
防

止
す
る
設
計
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。

【
①
】

Ⅴ
-1
-1
-
2-
1-
2
 防

護
対
象
施
設

の
範
囲

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
津

波
防
護
対

象
設
備
に
つ
い

て
，
設
計

基
準
対
象
施
設

の
う
ち
津

波
か
ら
防

護
す
る
設
備
に
変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。
【

②
】

Ⅴ
-1
-1
-
2-
2-
4
 入

力
津
波
に
よ

る
津
波
防
護
対

象
設
備

へ
の
影
響
評
価

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
津

波
防
護
対

策
の
う
ち
，
入

力
津
波
に

よ
る
津
波
防
護

対
象
設
備

に
対
策
が

必
要
と
な
る
箇
所
へ
の
津

波
防
護
施
設
及

び
浸
水
防

止
設
備
の
設
計

に
変
更
が

な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。

【
④
ａ

】

Ⅴ
-1
-1
-
2-
2-
5
 津

波
防
護
に
関

す
る
施
設
の
設

計
方
針

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
既

工
認
実
績

の
な
い
手
法
，

条
件
等
に

係
る
確
認
の
う

ち
，
防
潮

堤
の
基
準

津
波
に
よ
る
遡
上
波
の
到

達
又
は
流
入
の

防
止
，
及

び
鋼
製
防
護
壁

の
止
水
性

を
保
持
す
る
設

計
に
変
更

が
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
。

【
⑥

ａ
,ｂ

】

そ
の
他

発
電
用
原
子
炉

の
附
属
施

設
浸

水
防
護

施
設

外
郭
浸

水
防
護
設
備
の
構

造
図

（
第

9-
4
-1
7図

～
第

9-
4
-1
9図

）

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
防

潮
堤
（
鋼

製
防
護
壁
，
鉄

筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
防
潮
壁

及
び
鋼
管

杭
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
防
潮
壁
）
の

構
造
に
変
更
が

な
い
こ
と

か
ら
，
津
波
に

よ
る
損
傷

を
防
止
す
る
設

計
に
変
更

が
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
。
【
⑥

ａ
,ｂ

】

Ｖ
-3
-別

添
3-
2
-1
-1
 防

潮
堤
（

鋼
製
防
護
壁
）

の
強
度

計
算
書

1
.
 防

潮
堤
（

鋼
製
防
護
壁
）
の

基
礎
及
び
上
部

構
造
に

関
す
る
強
度
計

算
書

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
既

工
認
実
績

の
な
い
手
法
，

条
件
等
に

係
る
確
認
の
う

ち
，
鋼
製

防
護
壁
が

十
分
な
靭
性
を
有
し
て
い

る
設
計
に
つ
い

て
強
度
計

算
に
変
更
が
な

い
こ
と
を

確
認
し
た
。
【

⑥
ｃ
】

原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
６

条
津
波

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】
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３
．
ま
と
め

・
今
回
の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
つ
い
て
，

入
力
津
波

に
変
更
が
な
く

，
原
子
炉

建
屋
や
津
波
防

護
対
策
で

防
護
す
る
設
計

方
針
に
変
更
が
な
い
こ
と

を
確
認
し

た
。

・
入
力
津
波
に
対
す
る

津
波
防
護

の
設
計
方
針
に

変
更
が
な

く
，
津
波
防
護

対
策
に
変

更
が
な
い
た
め

，
技
術
基

準
の
適
合
性
に

影
響
を
与
え
な
い
。

・
既
工
事
計
画
で
確
認

さ
れ
た
設

計
を
変
更
す
る

も
の
で
は

な
い
。
ま
た
，

津
波
に
よ

る
損
傷
の
防
止

に
関
す
る

基
本
設
計
方
針

に
つ
い
て
も
変
更
が
な
い

こ
と
か
ら

，
審
査
対
象
条

文
と
な
ら

な
い
。

原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
６

条
津
波

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】
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